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り
変
容

営
業
秘
密

の
流
出
防
止
及
び

は
じ
め
に

「
産
裳
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
刑
事
法
的
側
面
か
ら
の
検
討

同
法
律
の
沿
革
と
そ
の
後
の
改
正
動
向

本
法
律
の
意
義
と
目
的

処
罰
規
定
及
び
平
成
二
七
年
改
正
に
よ
る
日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
と
の
比
較

侵
害
行
為
の
類
型

産
業
技
術
と
匡
家
核
心
技
術
の
概
念

「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
対
す
る
学
界
の
議
論

憲
法
上
の
基
本
権
保
障
と
の
衝
突

白
地
刑
法
と
明
確
性
の
原
則

他
の
関
llI□

什
し

今
後
の
動
'
,

お
わ
り
に

似
護

文

じ＂匝ハ

泰

を
中
心
に
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~
[
益
に
対
す
る
罪
）
に
求
灼

口
口
止
及
び
保
護
に
関
す
る
ザ
パ
ロ
ー

の
侵
害
行
為
を
国
家
的
7
いロ

11
山
を
国
内
産
業

[LI 

の
発
展

↑
芯
／
而
取
引
秩
序
の
侵
害

ヽ
こ
ゞ
ヽ

け
て
し

t
カ

他
方
、
韓
国
に
あ
っ
て
も
、

汀
JG
端
産
業
技
術
な
ど
の

は

と
み
る
に
至
っ
た
。
さ
こ
，
＇
）
）

／
々
詞
定
さ
れ
た
「
産
業
技
術
□

一
九

る
保
護
が
要
請
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
。
特
に
一
九
九

0
年
代
以
降
、
憔
界
各
国
で
は
、
各
種
の
知
識
と
集
積
さ
れ
た
情
報
か
ら
な
る
無

形
的
資
産
が
、
経
済
成
長
の
主
要
な
原
動
力
と
な
り
、
未
来
の
国
家
経
済
を
に
な
う
資
源
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
諸
外

国
は
、
こ
れ
ら
の
無
形
資
産
の
創
出
や
活
用
、
さ
ら
に
そ
の
保
護
に
力
を
注
い
で
お
り
、
そ
れ
が
憔
界
的
な
潮
流
に
も
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
日
本
や
韓
国
は
、
そ
の
都
度
、
必
要
な
法
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
先
端
技
術
情
報
の
刑
事
的
保
護
を

強
化
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
は
、
―

1
0
0
三
年
に
「
不
正
競
争
防
止
法
」
の
中
に
営
業
秘
密
侵
害
罪
を
新
設
し
た
後
、
行
為

主
体
の
拡
大
に
加
え
て
、
目
的
規
定
の
変
更
、
法
定
刑
の
加
重
な
ど
を
通
じ
て
、
営
業
秘
密
の
保
護
を
強
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最

(
1
)
 

近
で
は
、
親
告
罪
規
定
の
削
除
や
未
遂
犯
処
罰
の
導
入
も
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
一
年
に
は
、
「
不
正
競
争
防
止
法
」
が
営
業
秘
密
侵
害
に
か
か
る
処
罰
規
定
を
明
文
化
し
て
以

降
、
そ
の
法
律
の
名
称
を
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
未
遂
の
み
な
ら
ず
、
予

備
・
陰
謀
罪
を
新
設
し
た
ほ
か
、
親
告
罪
規
定
を
削
除
す
る
な
ど
、
日
本
よ
り
も
営
業
秘
密
の
保
護
を
強
化
し
て
き
た
。
特
に
、

九
0
年
代
以
前
は
、
先
端
技
術
情
報
を
含
む
営
業
秘
密
の
侵
害
を
、
個
人
の
財
産
権
の
侵
害
証
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
）
と
位
置
づ

一
九
九
一
年
に
、
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
中
に
刑
事
罰
規
定
を
導
入
し
た
際
、
健

口
報
に
つ
い
て
は
、

り〉

八）
9
]

と
も
に
、
よ
り
実
効
性

（阪大法学） 66 (1-146) 146 
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の
よ
う
な
刑
事
的
保
護
の

止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
先
端
産
業
技
術
保
護
を
め
ぐ
る
憔
論
の
動
向
に
加
え
て
、
従
来
の
関
連
法
律
だ
け
で
産
業
技
術
の

不
法
な
流
出
を
防
ぎ
え
な
い
と
い
う
判
断
か
ら
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
国
家
間
の
産
業
ス
パ
イ
を
規
制
す
る
た
め
の

性
質
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
事
的
規
制
で
は
な
く
刑
事
的
規
制
が
、
そ
の
中
心
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
法

律
は
、
従
来
か
ら
提
起
さ
れ
て
き
た
職
業
選
択
の
自
由
と
の
衝
突
や
、
罪
刑
法
定
主
義
に
お
け
る
適
合
性
面
明
確
性
の
原
則
）

の
ほ
か
に
も
、
個
人
の
財
産
権
に
対
す
る
過
度
な
制
限
に
な
り
う
る
こ
と
、
既
存
の
法
制
度
と
重
複
す
る
可
能
性
や
、
委
任
立
法
に
よ

る
規
制
対
象
の
複
雑
さ
、
さ
ら
に
処
罰
規
定
が
過
剰
で
は
な
い
か
と
い
う
、
様
々
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
は
、
韓
国
の
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
刑
事
的
保
護
や
、
こ
れ
に
関
し
て
学
界
か

ら
指
摘
さ
れ
た
諸
間
題
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
営
業
秘
密
を
包
含
す
る
先
端
産
業
技
術
の
保
護
を
め
ぐ
る
今
後
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
や
、
最
近
議
論
と
な
っ
た
「
特
定
秘
密
保
護
法
」
に
加
え
て
、
米
国
の

「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」

同
法
律
の
沿
革
と
そ
の

本
稿
の
表
題
と
な

(
1
)
同
法
律
に

「
経
済
ス
パ
イ
法
」
な
ど
も
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ロ
ド
的
救
済
手
段

た
と
は
い
え
、

、
従
来
の
韓
国

(
2
)
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
（

，
江
刈
す
る
社
会
国
家 の

の
刑
事
法
的
側
面
か
ら
の
検
討

り〉

ljl 

の
「
産
業
技
術
の

の
問
題

＇
」
、
従
来
の
損
害
賠
償
に

しぶ

66 (1-147) 147 〔2016.5〕



て
の
意
味
し
か
な
か
っ

11
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
十
‘
,
9

ロロー

ニ
に
、
営
業
秘
密
な
ど
の

、
そ
の
性
質
上
、 (~i 

予
防
の
必
要
性
が
あ
―
ハ
[

裁
判
所
と
検
察

ま
た
、
実
際
の
科
刑
に
お
い
て
も
、
有
罪
判
決
が
少
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
は
と
ん
ど
執
行

響
が
及
ぶ
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

猶
予
で
終
わ
っ
て
い
た
。
特
に
経
済
犯
罪
の
抑
止
に
効
果
が
あ
る
と
し
て
導
入
さ
れ
た
不
当
利
得
還
収
（
剥
奪
）
に
よ
る
罰
金
刑
に
つ

い
て
は
、
不
当
利
得
算
定
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
罰
金
刑
の
適
用
を
忌
避
す
る
現
象
さ
え
引
き
起
こ
し
た
こ
と
か
ら
、
同
法
律
の
刑

事
罰
と
し
て
の
実
効
性
に
懐
疑
的
な
見
解
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
企
業
以
外
の
多
様
な
研
究
主
体
が
保
有
す
る
先
端
産
業
技
術
を
（
刑
事
的
に
も
）
保
護
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
旧
来
の
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
そ
の
適
用
対
象
が
民
間
企
業
の
営
業
秘
密
に
限
ら
れ

(10) 

る
た
め
、
国
・
公
立
研
究
所
や
民
間
研
究
所
、
大
学
な
ど
が
生
産
し
た
研
究
成
果
に
は
適
用
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
こ
れ

ら
の
研
究
機
関
と
産
業
界
の
間
で
共
同
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
研
究
機
関
が
保
有
す
る
技
術
情
報
の
中
に
は
、
近

い
将
来
に
高
い
価
値
を
も
つ
情
報
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
大
学
の
よ
う
な
学
間
研
究
を
主
た
る
目
的
と
す
る
組
織
の
研
究
開
発
事
業
に

も
、
国
家
資
本
が
注
入
さ
れ
る
国
家
参
加
型
研
究
開
発
事
業
が
増
加
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
保
護
の
必
要
性
が
絶
え
ず
主

張
さ
れ
る
一
方
、
こ
れ
ら
の
研
究
開
発
に
参
加
す
る
大
学
教
員
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
意
識
の
欠
如
や
彼
ら
の
職
業
倫
理
の
低
さ
が
、
営
業

秘
密
の
組
織
的
管
理
を
困
難
に
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

ハ
し
営
業
秘
密
の
認
定
に
多
し

＂
ロ
ッ
ー
紘
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
門

t

「
営
業
秘
密
」
の
概
念
〗□

ロ□

界
と
不
備
を
補
完
す
る

ヽ
ヅ
丁
パ
凶
性
を
確
保
し
よ
う
と
し

な
ら
ば
、

ら
れ
て
お
り
、

0

「
刑
法
」
や
「
不
正
競
／
／
ロ

最
終
的
に
は
、
量
刑
に
｀
）
’
/

の
た
め
に
、
裁
判
所
、
＼

9

：
ゾ
ふ
／
わ
ち
、
「
不
正
競
争
防
止
及
ぴ

（阪大法学） 66 (1-148) 148 
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ー
土
本
格
的
な
議
論
や
そ
の

八
年
一

0
月
二
七
日
に

保
護
支
援
に
関
す
，
ハ
）
〔

法
律
に
散
在
す
る
諸
規
雪

さ
ら
に
、
こ
れ
に
準
じ

旧
述
し
た
と
お
り
、

v‘
―1
0
0
 

口
／
い
止
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
亡
□
~
i
1
1

正
知
ー

を
補
完
す
る
と
と
も
に

で
あ
る
。
こ

、
「
不
正
競
争
防
止
及
び

営
業
秘
密
と
し
て

¥
従
来
の
法
規
制
で

い
お
そ
れ
も
あ
る
と
い

〈

13)

第
四
の
理
由
と
し
て
は
、
韓
国
経
済
の
構
造
的
な
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
経
済
は
、
輸
出
入
な
ど
の
貿
易
中
心
の

経
済
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
主
要
な
貿
易
相
手
国
や
世
界
経
済
の
状
況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
外
資
へ
の
依
存
度
も

高
く
、
国
内
外
の
景
気
に
も
影
響
を
受
け
る
た
め
、
世
界
的
な
景
気
の
悪
化
は
、
企
業
の
財
政
状
況
な
ど
に
即
時
に
反
映
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
企
業
の
売
却
な
ど
を
通
じ
て
主
要
技
術
が
海
外
に
移
転
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
韓
国
は
、
二
度
の
経
済
危

機
を
経
験
し
つ
つ
、
大
企
業
を
含
む
多
く
の
事
業
者
が
倒
産
な
い
し
資
金
困
難
に
直
面
し
た
と
き
、
多
数
の
会
社
が
海
外
企
業
に
売
却

ま
た
は
吸
収
・
合
併
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
合
法
な
技
術
移
転
を
装
っ
た
先
端
技
術
の
流
出
事
例
が
頻
繁
に
発

生
し
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
流
出
を
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
憔
論
が
湧
き
起
こ
っ
た
。

か
よ
う
に
し
て
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
は
、
技
術
水
準
の
上
昇
や
他
国
と
の
投
資
・
交
流

の
増
大
に
よ
る
先
端
技
術
情
報
の
不
正
な
流
出
を
防
ぐ
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
法
の
制
定
過
程
で
は
、
「
不

正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
対
す
る
社
会
の
反
応
と
同
じ
く
、
学
界
の
一
部
や
労
働
団
体
な
ど
の
反
対
が
強

か
っ
た
。(2
)
改
正
の
内
容
及
び
方
向

～）、
ー
し

l
>

，
て
よ
り
非
公
知
性
が
失
わ

し
て
限
界
が
あ
八

66 (1-149) 149 〔2016.5〕



2
 て

い
る
。
同
法
律
の

あ
る
点
に
つ
い
て
は
、

い
。
他
方
、
同
法
律

の
維
持
（
社
会
的
法
益
）

の
競
争
力
強
化
や
国
家

」
と
規
定
し
て
い
る

っ
て
、
そ
の
保
護
法
益
力
、
伽
八
口

馴
八
的
法
益
）

や
、
公
正
な
以
lJl

内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

本
法
律
の
意
義
と
目
的

尺
州
や
国
家
核
心
技
術
の

し
た
。

つ
ぎ
に
、
同
法
/

を
制
定
し
た
（
二

0
0
(17) 

の
改
正
を
行
っ
て
い
る
。

口
仏
律
の
行
為
客
体
で

。
ま
た
、

二
0
0
八
年
、

そ
の
動
向
を
概
観
す
―
ハ

こ
で
、
行
為
客
体
の

主
務
官
庁
で
あ
る
産
業
通
商
資
源
部
や
、
当
該
技
術
を
管
理
す
る
国
家
機
関
と
の
役
割
分
担
と
そ
の
関
係
性
を
明
確
に
す
る
な
ど
、
同

法
制
定
時
に
指
摘
さ
れ
た
明
確
性
の
原
則
を
徐
々
に
確
立
・
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
急
速
に
進
化
・
変
化
す
る
産
業
・
科

学
技
術
の
特
性
を
考
慮
し
て
、
国
家
が
優
先
し
て
保
護
す
べ
き
産
業
技
術
を
追
加
し
た
り
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
も
は
や
同
法
律
上
の

産
業
技
術
と
し
て
保
護
す
る
価
値
の
な
い
技
術
を
削
除
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
引
受
・
合
併
を
装
っ
た
技
術
流
出
の
よ
う
に
、
新
し

＜
笠
場
し
た
侵
害
事
例
に
も
積
極
的
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
秘
密
保
持
義
務
者
の
範
囲
を
拡
大
し
た
り
、
各
罪
の

法
定
刑
も
引
上
げ
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
法
律
の
複
雑
・
難
解
さ
に
加
え
て
、
他
の
関
連
法
律
と
の
関
係
性
な
ど
、
従
来
か
ら
指
摘
さ

れ
て
き
た
多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
後
も
、
同
法
律
の
改
正
は
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
以
下
、
同
法
律
の
改
正

さ
て
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
そ
の
制
定
目
的
を
「
産
業
技
術
の
不
正
な
流
出
を
防
止
し
、
産

業
技
術
を
保
護
す
る
こ
と
で
、
国
内
産
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
国
家
の
安
全
保
障
と
国
民
経
済
の
発
展
に
資
す
る

の
発
展
な
ど
の

二
年
、
―

1
0
一
五
年
に
1
口
S

（阪大法学） 66 (1-150) 15(〕
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つ
、
第
六
章
に
は
刑
事
g

冒
も

I' ) 

＼
 
人
パ

あ
る
。

樹
立
・
推
進
、

の
基
盤
構
槃
及
び
↓
口
訊
し
い

ー
；
巫

~
f

‘、

1

/

の
開
発
・
支
援
な
ど
を
鳳
/
]

い
る
も
の
と
い

、
同
法
律
は
、
第

）
こ
っ
て
、
産
業
技
術
の

密
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
律
要
件
は
、
国
家
保
安
の
危
殆
化
や
反
国
家
団
体
へ
の
漏
洩
な
ど
の
よ
う
に
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
公
開
さ
れ
た
産
業
技
術
ま
で
保
護
対
象
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
し
、
産
業
技
術
を
他
の
国
家
秘
密
よ
り
広
く
認

め
る
論
拠
も
な
い
点
に
加
え
て
、
国
家
保
安
の
た
め
に
保
護
す
る
べ
き
客
体
に
含
め
る
こ
と
も
困
難
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
に
賛
成
す
る
論
者
は
、
同
法
律
で
規
定
し
た
「
国
家
の
安
全
保

障
」
は
、
国
家
の
安
全
保
障
に
直
結
す
る
概
念
で
な
く
、
国
家
非
常
事
態
や
国
家
緊
急
権
が
発
動
さ
れ
る
状
況
で
も
な
い
と
す
る
。
む

し
ろ
、
あ
く
ま
で
技
術
の
産
業
的
価
値
や
経
済
性
に
重
点
を
置
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
刑
法
典
上
の
国
家
的
法
益
ま
た
は
国

(20) 

家
保
安
法
で
示
し
た
国
家
の
安
全
保
障
と
は
異
な
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
賛
成
論
に
よ
れ
ば
、
従
来
か
ら
一
般
的
か
つ

普
遍
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
国
家
的
法
益
の
概
念
が
、
各
時
代
や
社
会
の
要
求
に
よ
っ
て
変
転
し
う
る
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

一
部
に
は
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
全
体
的
な
性
格
を
め
ぐ
っ
て
、
産
業
技
術
の
育
成
と

(21) 

保
護
を
支
援
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
や
、
も
っ
ぱ
ら
産
業
技
術
の
不
法
流
出
に
対
す
る
罰
則
と
位
置
づ
け
る
見
解
も
み
ら

れ
ゲ
し
か
し
、
同
法
律
は
、
い
ず
れ
か
―
つ
の
特
性
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
複
数
の
側
面
を
す
べ
で
含

他
方
、

It甜
朝
鮮
の
分
断
状
況
を
想
雪
ー
A
□

IIll

が
あ
り
、

同
法
律
に
も
、

Ill

こ
禁
じ
ら
れ
た
情
報

す
な
わ
ち
、
韓
国
で
は
、

ロ＼し％↓

3
法
益
を
理
由
と
し
て
個
人

ー
」
国
家
的
法
益
と
み
る
こ

心
代
表
的
法
律
と
し
て
、

い
て
は
、
多
少

66 (1-151) 151 〔2016.5〕



い
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一
―

-T)/̀

1, 

「
産
業
技
術
の

用
・
公
開
す
る
場
合
に
も
、

で
あ
る
と
こ
ろ

（第

111口
嘉
出
目
的
の
予
備
・
陰
謀

ぎ
に
、
同
法
律
は
、
予
情

の
で
あ
る
（
第

同
二
項
の
未
遂
犯
は
処
罰
さ
れ
る
し

は
五
億
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
と
さ
れ
て
い
る

ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る

(
1
)
処
罰
規
定

処
罰
規
定
及
び
平
成

て
い
る
。
し
か
も
、

11□

VJ
予
備
・
陰
謀
に
つ
い
て

か
ら
三
項
ま
で
の
犯
罪
行
為
か
ら
得
た
収
益
は
、
没
収
な
い
し
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
と
さ
れ
る

四
項
）
。
ま
た
、
同
法
第
三
四
条
に
規
定
さ
れ
た
秘
密
保
持
義
務
者
が
漏
洩
し
た
場
合
に
は
、

の
資
格
停
止
ま
た
は
五
千
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
刑
と
な
っ
て
い
る

五
年
以
下
の
懲
役
な
い
し
一

0
年
以
下

（
第
三
六
条
五
項
）
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
第
三
六
条
一
項
お
よ
び

（
第
三
六
条
六
項
）
、
第
三
六
条
一
項
か
ら
三
項
ま
で
の
懲
役
刑
お
よ
び
罰
金
刑
に
つ
い
て
は
、

（
必
要
的
没
収
・
追
徴
、
第
三
六
条

（
第
三
六
条
三
項
）
、
第
三
六
条
一
項

技
術
流
出
犯
罪
に
対
し
て
、
重
い
刑
事
罰
を
科
し
て
い
る

（
第
三
六
条
以
下
）
。
ま
ず
、
同
法
律
は
、
国
内
流
出
と
国
外
流
出
を
区
分

し
て
お
り
、
外
国
で
使
用
す
る
目
的
で
、
産
業
技
術
を
取
得
・
使
用
・
公
開
す
る
場
合
に
は
、

（
第
三
六
条
一
項
）
。
ま
た
、
国
内
へ
の
流
出
を
目
的
に
す
る
場
合
に
は
、

（
第
三
六
条
―
一
項
）
。
特
に
国
外
に
流
出
し
た
場
合
を
め
ぐ
っ
て
は
、
厳
し
い
処
罰
の
必

要
性
や
世
論
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
、
従
来
の
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
と
の
衡
平
性
な
ど
を
考
慮
し
つ

(

2

4

)

(

2

5

)

 

っ
‘
―

1
0
0
八
年
に
法
定
刑
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

他
方
、
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
、
窃
取
・
欺
岡
・
脅
迫
な
ど
の
不
正
な
方
法
で
入
手
し
た
事
実
を
知
ら
ず
に
産
業
技
術
を
取
得
・
使

三
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
億
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ

wl
叩
，
る
法
律
」
は
、
産
業
技
術

11
↑
の
「
不
正
競
争
防
止
法
，

り〉

五
年
以
下
の
懲
役
ま
た

1
0
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
一

0
億
ウ

し
に
、
国
益
保
護
の
側
面

（阪大法学） 66 (1-152) 15:> 
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¥
/
し
も
、

J
 

~
 

五
億
円
に
引
き
上
口

項
一
号
）
、
国
外
で
の

111旦
、
流
出
を
目
的
と
す
る
場
へ
11

千
万
円
に
加
重
し
て
い

＇
~
軍
刑
そ
れ
自
体
の
上
限
を

は
、
さ
ら
に
一

0
億
lIl,I'

ま
た
、
法
人
の
罰
金
刑
ー
'
’

門
事
的
保
護
を
強
化
し
て
1
ー

［
た
上
で

格
停
止
を
命
じ
う
る
名
誉
刑
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

の
科
料
と
な
る

他
方
、

（
第
三
九
条
）
。

ニ
八
条
前
段
）
、

f

↑
llJ
罰
と
す
る
な
ど
（
第

~
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

/
以
下
の
懲
役
ま
た
は

Jヽ
s
 

/

‘

 

/
 

ヽ

い

た
も
の
の

（
第
三
七
条
二
項
）

（
第
三

□

1
1
)
＇

□

111当
な
注
意
・
監
督
を
し
て
し

後
段
、
二

0
0
八
年
改
正
時
に
追
加
）
、
そ
の
実
効
性
に
は
疑
問
が
残
る
部
分
が
あ
る
。
近
来
で
は
、
法
人
な
ど
が
違
法
行
為
に
介
在

す
る
例
が
多
い
点
に
加
え
て
、
侵
害
に
伴
う
法
人
の
利
益
や
社
会
的
責
任
な
ど
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、
自
然
人
よ
り
も
加
重

(28) 

し
た
刑
罰
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
同
法
律
に
規
定
さ
れ
た
各
種
の
秘
密
保
護
措
置
に
違
反
し
た
と
き
は
、

(
2
)
平
成
二
七
年
改
正
に
よ
る
日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
と
の
比
較

一
千
万
ウ
ォ
ン
以
下

か
よ
う
に
し
て
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
懲
役
刑
と
罰
金
刑
（
併
科
規
定
）
が
あ
り
、
重
大
な

過
失
犯
を
処
罰
す
る
は
か
、
（
必
要
的
）
没
収
・
追
徴
の
制
度
や
、
秘
密
保
持
義
務
者
に
対
す
る
資
格
停
止
、
未
遂
お
よ
び
予
備
・
陰

謀
の
処
罰
、
両
罰
規
定
な
ど
の
刑
法
典
上
の
処
罰
規
定
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
的
保
護
を
強
化
し
た
。
従
来
の

(29) 

「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
罰
則
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
実
効
性
に
限
界
が
あ
る
と
さ
れ
た
不
当

(30) 

利
得
還
収
（
剥
奪
）
形
態
の
罰
金
刑
の
代
わ
り
に
、
罰
金
と
没
収
・
追
徴
を
各
々
規
定
し
た
り
、
秘
密
保
持
義
務
者
に
一
定
期
間
の
資

日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
で
は
、
平
成
二
七
年
の
一
部
改
正
（
平
成
二
七
年
法
律
第
五
四
号
）
に
よ
っ
て
、
営
業
秘
密

（
第
ニ
―
条
一

同
じ
罰
金
刑
を
定
め
て

¥111口
＼
国
外
で
法
定
刑
を
明
確
[
'
’
□

66 (1-153) 153 〔2016.5〕



j:111が
刑
事
罰
を
中
心
と
す
ブ
□

の
保
護
に
努
め
て
い

iiJ
叫
9

用
や
国
外
犯
の
処
罰
規
雪
¥

の
保
護
規
定
な
ど
は
、

そ
の
中
心
と
な
っ
て
い

（
顧
客
）

引
き
上
げ
て
い
る

ぶ
竺

ふ
／
口
晨
告
罪
規
定
を
、
公
判
過
汀

（第

'
[
J
界
か
ら
導
入
の

事
業
を
行
う
保
有
者
の
営
業
秘
密
」
と
改
め
た
の
で
あ
る

（
第
六
章
以
下

（翌

心
場
合
を
考
慮
し
つ
つ
、
へ
／
口
い
，

に
営
業
秘
密
侵
害
を
め
ぐ

しl

渡
・
輸
入
等
罪
（
第
ニ
一
条
一
項
九
号
）
を
除
い
て
、
す
べ
て
非
親
告
罪
と
な
っ
て
い
る

は
依
然
と
し

f

仏
人
に
対
す
る
罰
金
刑
の
パ
~

4
)
 

(
3
 

い
な
い
。

し
た
が
っ
て
¥
□

象
も
拡
張
し
て
お
り
、
近
年
の
企
業
活
動
の
国
際
化
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展
な
ど
も
考
慮
す
れ
ば
、
も
は
や
営
業
秘
密
の
管
理
・

所
在
地
の
意
味
が
乏
し
く
な
っ
た
た
め
、
従
来
の
「
日
本
国
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
た
営
業
秘
密
」
を
、
「
日
本
国
内
に
お
い
て

（
第
ニ
―
条
六
項
）
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
没
収
・
追
徴
規
定
（
第
一
―
一
条
一

0
項
お
よ
び
一
―
一
項
）
、
未
遂
犯
の
処
罰
（
第
ニ
一
条
四
項
）
、
さ
ら
に
、
営
業
秘
密
の
転
得
行
為
の
処
罰
（
第
一
―
一
条
一
項
八
号
）
な

5a 
6
 
6
 

学法大

ど
を
新
し
く
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
述
し
た
罰
金
刑
の
引
き
上
げ
と
と
も
に
、
同
法
律
の
実
効
性
と
抑
止
力
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
戚

こ
う
し
た
平
成
二
七
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
は
、
韓
国
の
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に

関
す
る
法
律
」
と
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
罰
則
と
は
と
ん
ど
差
異
が
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
お
よ
び
韓
国
の
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
、
刑
事
規
制

を
強
化
・
拡
充
し
た
と
は
い
え
、
刑
事
的
保
護
は
、
損
害
賠
償
責
任
な
ど
の
民
事
的
保
護
の
例
外
的
・
補
助
的
な
役
割
を
担
う
に
す
ぎ

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
の
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
民
事
規
制
と
し
て
は
差
止
請
求
権
（
第

一
四
条
の
二
）
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
も
っ
と
も
重
要
な
損
害
賠
償
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
同
法
律
で
は
、
刑
事
規

（
第
ニ
―
条
五
項
）
。
ま
た
、
国
外
犯
の
対

15

i
/

：
ロ
ー
い
ご
い
た
企
業
情
報
使
用
物
品

の
よ
う
に
、
漏
洩
の

お
そ
れ
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”
』
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、

ぎ
に
、
同
条
二
号
は
、

い
で
あ
ろ
う
。

為
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

＇ ヽ

の
で
あ
る
。

侵
害
行
為
の
類
型

此
用
・
公
開
し
た
り
、
第
一

の
契
約
等
に
よ

と
定
め
る
こ
と
に
よ

不
正
な
利
益
な
い

さ
て
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
で
処
罰
対
象
と
な
る
侵
害
行
為
の
類
型
は
、
同
法
第
一
四
条
が
定
め

て
い
る
。
ま
ず
、
同
条
一
号
で
は
、
「
窃
取
・
欺
岡
・
脅
迫
、
そ
の
他
の
不
正
な
方
法
で
、
産
業
技
術
を
取
得
・
使
用
・
公
開
す
る
行

一
般
的
な
侵
害
行
為
の
類
型
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
が
犯
行
の
主
体
と
な
り
う
る
。
特
徴
的
な
点
は
、
日

本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
や
韓
国
の
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
、
図
利
加
害
目
的
を
要
求
す
る
の

(35) 

に
対
し
て
、
同
条
一
号
は
、
図
利
加
害
目
的
を
成
立
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
窃
取
・
欺
岡
・
脅
迫
の
行
為
類
型

(36) 

は
、
例
示
的
な
規
定
で
あ
り
、
不
正
な
方
法
と
は
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
行
為
だ
け
で
な
く
、
社
会
常
軌
に
反
す
る
行
為
も
含
ま
れ
る
。

ま
た
、
使
用
行
為
は
、
当
該
産
業
技
術
を
改
良
し
て
用
い
た
場
合
に
も
、
そ
の
実
質
的
な
内
容
が
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
使
用
の
概
念

に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ほ
か
、
公
開
行
為
に
は
、
第
三
者
が
産
業
技
術
を
知
ろ
う
と
す
る
の
を
妨
害
し
な
い
な
ど
、
不
作
為

に
よ
る
場
合
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
窃
取
・
欺
岡
・
脅
迫
」
と
い
う
用
語
の
使
用
は
、
適
切
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
あ

(38) 
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
用
語
は
、
産
業
技
術
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
産
業
技
術
が
含
ま
れ
て
い
る
物
体
な
い
し
媒
体
な
ど
を

対
象
と
す
る
用
語
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
使
用
・
公
開
行
為
」
も
、
不
可
罰
的
事
後
行
為
で
あ
り
、
削
除
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
長
期
的
に
は
、
日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
第
ニ
一
条
の
よ
う
に
改
正
す
る
の
が
望
ま
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す
る
場
合
に
は
、

爪
バ
｝
が
必
要
で
あ
り
、

(/>

の
出
資
を
進
め
よ
う
＼

・
合
併
行
為
」
を
各

：＇

i
、
/
ェ
わ
ち
、

国
家
か
ら
研
究

nn/臼冒

：
／
〖
国
家
核
心
技
術
を
輸
出
ー
凡

ぶ
こ
ら
に
、
同
条
五
号
と

ll〉
111

保
持
義
務
者
の

っ
た
も
の
の
、
す
べ

て
い
る
無
形
（

(40) 

と
い
う
指
摘
に
よ
り
、
―

1
0
I

―
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
契
約
等
」
(
―

1
0
I

―
年
改
正
に
よ
る
。

改
正
前
は
「
契
約
」
と
な
っ
て
い
た
。
）
に
は
、
明
示
的
契
約
だ
け
で
な
く
、
侶
義
則
や
社
会
常
軌
上
の
契
約
の
よ
う
な
黙
示
的
契
約

も
含
む
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
‘
―

1
0
一
五
年
の
法
改
正
で
は
、
「
二
号
の
秘
密
保
持
義
務
者
が
、
そ
の
権
限
が
消
滅
さ
れ
、
返
還
・
削

除
を
要
求
さ
れ
て
も
、
図
利
加
害
目
的
で
、
こ
れ
を
拒
否
・
忌
避
し
た
り
、
そ
の
写
し
を
保
有
す
る
行
為
」
も
侵
害
行
為
と
し
て
追
加

そ
の
は
か
、
同
条
三
号
は
、
「
産
業
技
術
の
流
出
行
為
が
介
入
さ
れ
た
事
実
を
知
っ
た
り
、
取
得
後
に
そ
の
よ
う
な
事
実
を
知
っ
た

者
の
取
得
・
使
用
・
公
開
行
為
」
を
、
同
条
四
号
は
、
「
産
業
技
術
の
流
出
行
為
を
事
前
ま
た
は
事
後
に
、
重
大
な
過
失
で
知
ら
ず
に
、

取
得
・
使
用
・
公
開
す
る
行
為
」
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
三
号
と
四
号
は
、
転
得
者
の
よ
う
な
事
後
的
関
与
者
の
介
入

を
遮
断
す
る
目
的
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
第
二
、
第
三
の
取
得
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
、
重
大
な
過
失
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、

(42) 

（
技
術
）
取
引
な
ど
、
財
産
権
行
使
に
対
す
る
過
度
な
制
限
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。

一
方
、
重
大
な
過
失
が
認
め
ら
れ
る
(43) 

と
し
て
も
、
入
手
の
当
時
に
、
正
当
で
あ
る
と
思
っ
た
行
為
に
つ
い
て
、
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
は
過
度
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
過
失
犯
を
軽
微
・
例
外
的
に
処
罰
す
る
刑
法
の
謙
抑
性
の
原
則
に
も
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

の
不
法
輸
出
行
為
」
や

た
対
象
機
関

私
人
間
の

さ
れ
た
（
第
一
四
条
六
号
の
二
）
。

□

[
'
’
違
法
な
手
段
を
用
い
る

の
制
定
当
初
は
、

図
判
加
汀
□

11
ロ
しぶ

一
律
に
処
罰
す
べ
き
で

い
こ
だ
、
前
述
し
た
第

日
条
一
号
と
区
分
す
る
実
パ
ロ

さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
こ

し＼
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、9八ft・/{U)l;'lj事的保護

＇〉ぷ□
叫
産
資
源
部
長
官
が
必
要
で

ー
く
、
官
報
に
告
示
す
る
技
術

な
ど
の
九
つ
の
項
目
に

?11,
〉
ぶ
発
展
法
な
ど
七
つ
の

で
あ
り
（
第
二
条
一

で
）
、
そ
の
ほ
か
に
も

口
各
項
目
の
一
っ

「
各
項
目
に
該
当
す
る
技
州
…

[LI 

併
な
ど
に
よ
る
違
法
な
産
業
技
術
流
出
に
対
抗
す
る
た
め
に
‘
―

1
0
1
―
年
の
法
改
正
で
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
同
条
七
号
で
は
、
「
産
業
通
商
資
源
部
長
官
の
命
令
を
履
行
し
な
い
行
為
」
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
産
業
通
商

資
源
部
長
官
は
、
輸
出
な
い
し
海
外
引
受
・
合
併
な
ど
が
、
国
家
安
保
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
、
そ
の

中
止
・
禁
止
・
原
状
回
復
の
措
置
を
命
ず
る
の
が
で
き
る
。
し
か
し
、
産
業
技
術
の
よ
う
な
情
報
は
、
そ
の
特
性
上
ひ
と
た
び
流
出
し

た
な
ら
ば
、
そ
の
中
止
や
禁
止
、
さ
ら
に
は
原
状
回
復
を
命
じ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
従
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
実
効
性
に
は
、
少
な
か
ら
ず
疑
間
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
る
客
体
は
、
「
産
業
技
術
」
と
「
国
家
核
心
技
術
」

で
あ
る
。
ま
ず
、
同
法
律
に
お
け
る
「
産
業
技
術
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
製
品
又
は
用
役
の
開

発
•
生
産
・
普
及
お
よ
び
使
用
に
必
要
な
諸
般
方
法
な
い
し
技
術
上
の
情
報
の
中
で
、
行
政
機
関
の
長
が
、
産
業
競
争
力
の
向
上
や
流

出
防
止
な
ど
の
た
め
に
、
法
令
（
法
律
お
よ
び
大
統
領
令
、
総
理
令
、
部
令
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
指
定
・
告
示
・
公
告
・
認
証
す
る

（
第
二
条
一
号
ガ

5

産
業
技
術
と
国
家
核
心
技
術
の
概
念

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

く
も
あ
る
。
特
に
、
同
条
八
口
勺

し＼

賛
□

の
社
会
問
題
に
も
な
っ

の
合
併
な
ど
に

＞
 

山
告
を
求
め
る
こ
と
に

こ
技
術
流
出
を
予
防
し

は
、
そ
の
旨
を
申
庄
1
1
1
芯
ICI
□

い
。
こ
こ
で
は
、

国
家
核
心
技
術
の
輸
口
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1
1
1
1

業
秘
密
」

い
る
。
し
か
し
‘
―

1
0

い
て
も
、
同
法
律
を
適
用
ず
7111

しl

の
理
由
と
し
て
、
近
年
、

し
た
が
っ
て
、
従
来

の
非
営
利
機
関

が
改
正
さ
れ
た
こ
と

{
＼
り
も
広
い
概
念
と
し
て
理
解
ぶ
ふ
＇
い

よ
び
技
術
上
の

〈

45)

報
な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
法
令
に
よ
り
指
定
・
告
示
・
公
告
・
認
証
す
る
産
業
技
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
恣
意
的
な

産
業
技
術
の
縮
小
・
拡
大
が
防
止
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
「
国
家
核
心
技
術
」
と
は
、
前
述
の
産
業
技
術
の
中
で
も
、
「
国
内
外
の
市
場
で
占
め
る
技
術
的
・
経
済
的
価
値
ま
た
は
関

連
産
業
の
成
長
潜
在
力
が
高
く
、
海
外
に
流
出
さ
れ
る
場
合
に
、
国
家
の
安
全
保
障
及
び
国
民
経
済
の
癸
展
に
重
大
な
悪
影
響
を
与
え

る
お
そ
れ
の
あ
る
技
術
と
し
て
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
」
と
さ
れ
る
（
第
一
一
条
―
一
号
）
。
し
た
が
っ
て
、
国

(47) 

家
核
心
技
術
が
流
出
し
た
場
合
、
個
人
や
企
業
を
越
え
て
国
家
的
次
元
の
意
味
を
も
つ
内
容
の
産
業
技
術
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。
た

だ
し
、
同
法
律
は
、
無
制
限
に
同
技
術
の
認
定
が
拡
大
す
る
の
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
個
人
の
財
産
権
お
よ
び
経
済
活
動
上
の
自
由
を
保

(48) 

護
す
る
べ
く
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
内
で
選
定
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
第
九
条
で
は
、
国
家
核
心
技
術
の
指

定
・
変
更
・
解
除
時
の
要
件
な
い
し
事
項
を
厳
格
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
‘
―

1
0
一
五
年
九
月
現
在
、
電
気
・
電
子
一

(49) 

一
分
野
な
ど
の
四
七
分
野
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
第
二
条
四
号
は
、
同
法
律
が
適
用
さ
れ
る
産
業
技
術
の
保
有
主
体
と
し
て
、
「
企
業
、
研
究
機
関
、
専
門
機
関
、
大
学
等
」

と
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
の
研
究
所
や
大
学
な
ど
、
公
益
的
機
能
を
担
う
機
関
や
非
営
利
機
関
な
ど
で
得
ら
れ
た
研
究
成
果
物
に

しぶ

江
業
活
動
の
主
体
が
開
発

財
務
情
報
や
個
八

I

に
お
け
る
営
業
秘
亨
八

{JIJ
性
・
秘
密
管
理
性
を
要

fl)

い
ま
た
、
産
業
活
動
に
必
叫
〈
：

い
る
（
第
二
条
一
号
）
。
1

ー
不
正
競
争
防
止
法
」

営
業
秘
密
保
護
に
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(fl', 似＇，し、dflJ事的保護

う
し
た
同
法
律
の
幅
広
い

憲
法
上
の
基
本
権
保
障
と
の
衝
突

八
条
の
罰
則
規
定
中
の
ー

(/>

し
て
、
同
法
律
の

、
単
に
技
術
の
輸
出
や
今
罰
人
/

(54) 

こ
に
な
り
か
ね
な
い
。

[1.1 
(j 

海
外
へ
の

て
い
る
こ

外〈
11

作
投
資
な
ど
の

口
項
、

一
部
重
複
す
る「

産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
対
す
る
学
界
の
議
論

「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
従
来
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
よ
り
も
職
業
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る

お
そ
れ
が
大
き
い
。
そ
も
そ
も
、
職
業
選
択
の
自
由
は
、
刑
法
改
正
の
過
程
で
も
営
業
秘
密
保
護
条
項
の
新
設
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ

て
以
降
、
「
不
正
競
争
防
止
法
」
の
中
に
刑
事
罰
を
導
入
し
た
後
こ
れ
を
強
化
す
る
機
会
を
含
め
て
、
絶
え
ず
提
起
さ
れ
て
き
た
間
題

(52) 

で
あ
る
。
特
に
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
「
不
正
競
争
防
止
法
」
よ
り
守
秘
義
務
者
の
範
囲
を
拡
大

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
前
・
現
役
職
員
だ
け
で
な
く
、
産
業
技
術
の
開
発
に
参
加
し
た
教
授
・
研
究
員
・
学
生
や
、
こ
れ
に

関
連
す
る
行
政
機
関
の
公
務
員
も
含
め
て
い
る
（
第
三
四
条
）
。
ま
た
、
明
示
的
な
契
約
だ
け
で
な
く
、
黙
示
的
な
契
約
も
認
め
る
こ

と
で
、
単
純
労
務
従
事
者
や
下
請
・
派
遣
労
働
者
の
よ
う
な
協
力
会
社
の
職
員
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
第
一
四
条
二
号
）
。
一
(53) 

方
、
同
法
律
は
、
企
業
の
営
業
活
動
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
と
い
う
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
法
律
は
、
産
業
技
術
の
輸
出
お
よ
び
企
業
の
引
受
・
合
併
な
ど
を
制
限
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

一
条
の
一
一
の
一

ー
口
汀
象
は
、

「
営
業
秘
密
の
保
有
者
ー

（
第
一
―
条
一
項
お
よ

0
結
果
と
し
て
、
両
法
律
□

八
了
□

性
化
さ
れ
る
に
伴
い
、

の

(50) 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
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昌
宣
要
件
要
素
で
あ
る
行
為
の

□

j□

111
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て

に
委
任
さ
れ
て
い
る
の

た
、
「
産
業
技
術
の

wl"叩
，
る
法
律
」

の
罰
則
は
、

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

白
地
刑
法
と
明
確
性
の
1
1
1
~
I

用
の
減
少
や
失
業
率
の
増
加
、
さ
ら
に
は
国
家
的
な
富
の
損
失
と
い
う
側
面
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
。

て
お
り
、
基
本
権
の

法
律
で
は
、
基
本
権
が
制
限
さ
れ
る
範
囲
も
、
産
業
技
術
に
関
係
す
る
個
人
の
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
産
業
技
術
を
保
有
す
る
企
業
の
基

本
権
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
は
労
働
者
の
利
益
や
国
民
の
知
る
権
利
、
さ
ら
に
は
、
社
会
の
均
衡
発
展
と
い
う
側
面

が
強
調
さ
れ
た
も
の
の
、
最
近
で
は
、
技
術
流
出
に
よ
る
国
内
企
業
の
競
争
力
低
下
や
企
業
の
破
産
に
加
え
て
、
そ
れ
に
伴
う
国
内
雇

同
法
律
が
、
国
家
の
安
保
上
の
理
由
や
国
民
経
済
へ
の
波
及
効
果
と
い
う
国
家
的
法
益
を
規
定
し
つ
つ
、
法
執
行
者
に
広
範
囲
な
裁
量

゜
6
 

6
 
6
 

学

も
ち
ろ
ん
、
職
業
選
択
の
自
由
と
い
う
憲
法
上
の
基
本
権
保
障
は
、
違
法
な
流
出
行
為
ま
で
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法大阪

を
与
え
た
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
基
本
権
の
制
限
は
、
公
共
の
利
益
に
対
し
て
明
白
か
つ
現
存
の
危
険
が
あ
る
場
合

に
限
定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
単
に
政
策
的
な
配
慮
を
挙
げ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
制
限
の
内
容
や
限
界
を
明
確
に
規
定

(553) 

す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
輸
出
禁
止
の
期
間
や
禁
止
さ
れ
る
内
容
を
具
体
的
に
明
記
す
る
な
ど
、
細
部
の
事
項
に
つ
い
て
規
定
の

新
設
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
制
限
に
対
応
す
る
正
当
な
補
償
規
定
も
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
国
家
の
安
保
と
国
民
経
済

(56) 

の
波
及
効
果
と
い
う
抽
象
的
な
目
標
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
努
力
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

。
し
た
が
っ
て
、
労
働
苫

11111
；
と
重
視
さ
れ
て
き
た
。

¥

f

冷

し
り

1
]
1
1

止
業
）
の
関
係
を
想
定
し
た
ロ
ロ

ぐ
る
議
論
も
、
個
人
と

囚
係
を
想
定
し
つ
つ
、

こ
と
が
中
心

る
。
な
る
ほ
ど
、

(/>

つ
い
て
は
、

個
人
的
法
益

16(〕
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ク
タ
月
な
根
拠
法
令
を
参
照
さ
凸

(/>

の
た
め

(/>

¥
]
人
も
理
解
困
難
で
あ
る
と
い

ロ
で
な
く
、
そ

は
な
い
と

つ
い
て
は
、

、
通
常
の
判
断
能
力
字
□

□

；

凡
り
具
体
的
に
確
定
さ
れ
え
八
い

技
術
的
な
も
の
で

に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
白
地
刑
法
は
、
特
に
現
代
社
会
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
国
家
の
行
政
機
能
が
肥

大
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
多
数
の
白
地
刑
法
が
作
ら
れ
た
結
果
と
し
て
、
刑
事
罰
の
適
用
範
囲
も
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
構
成
要
件
で
は
、
立
法
機
関
で
は
な
く
行
政
機
関
に
よ
り
内
容
が
決
定
さ
れ
る
た
め
、
明
確
性
の
原
則
や

(58) 

委
任
立
法
の
限
界
と
い
う
問
題
が
、
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。

な
る
は
ど
、
白
地
刑
法
は
、
補
充
規
範
へ
委
任
す
る
点
も
含
め
、
成
文
法
主
義
に
違
反
し
な
い
よ
う
慎
重
に
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
犯
罪
と
刑
罰
の
法
定
を
形
式
的
に
把
握
す
る
だ
け
で
は
、
罰
則
の
内
容
の
適
正
ま
で
は
吟
味
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
と

恥

60)

し
て
、
行
政
機
能
の
肥
大
化
に
よ
る
処
罰
範
囲
の
拡
大
を
十
分
に
抑
制
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
「
刑
罰
法
規
の
明
確
性
」
や

「
実
質
的
内
容
の
合
理
性
か
つ
公
正
性
」
と
い
う
明
確
性
の
原
則
（
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
主
義
）
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

6
 

す
な
わ
ち
、
明
確
性
の
原
則
は
、
刑
罰
権
行
使
の
限
界
を
国
民
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
行
動
の
自
由
を
保
障
し
、
為
政

(61) 

者
に
よ
る
不
当
な
解
釈
・
運
用
を
防
止
す
る
と
い
う
意
味
で
、
罪
刑
法
定
主
義
を
補
充
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
他
方
、
こ
こ
で
は
、

(

6

2

)

6

 

国
会
制
定
法
の
枠
内
で
厳
格
な
解
釈
を
維
持
す
る
た
め
に
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
理
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＿

6
 
6
 

最
近
、
韓
国
の
憲
法
裁
判
所
は
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
、
罪
刑
法
定
主
義
の
明
確
性
原
則
に
反

(63) 

八
と
判
示
し
た
。
す
な
わ

4
〗
冷

,1
凱
刑
法
は
、

9,が
J

も
そ
も
、
白
地
刑
法
と

第
二
条
一
号
及
び
二
号
）

は
い
え
、

す
る
処
罰
規
定
で
あ
り
、

り〉

f111立
命
令
違
反
罪
な
ど

〔2016.5〕



他
の
関
連
法
律
と
の
重
複
適
用
の
間
題

近
年
、
憔
界
各
国
は
先
端
技
術
情
報
の
重
要
性
を
認
識
し
た
こ
と
で
、
そ
の
関
連
法
律
も
増
加
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
法
律

の
関
係
が
重
要
な
間
題
と
な
っ
て
い
る
。
韓
国
で
も
云
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
に
よ
り
、
従
来
の

「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
と
の
関
係
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
各
法
律
が
規
定
す
る
「
産
業
技

術
」
や
「
営
業
秘
密
」
は
、
重
畳
す
る
部
分
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
実
際
上
も
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
産
業
技
術
は
、
営
業
秘
密
と
認

(66) 

定
で
き
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
に
流
出
し
た
産
業
技
術
が
当
該
企
業
の
営
業
秘
密
で
も
あ
る
場
合
、
い
ず
れ
の
法

律
を
適
用
す
る
か
が
、
従
来
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

(68) 

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
見
解
や
、
「
産
業
技
術

の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
特
別
法
で
あ
る
以
上
、
こ
れ

(69)

（

70) 

が
優
先
す
る
と
い
う
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
両
法
律
の
競
合
的
な
適
用
も
可
能
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
「
産
業
技
術
の

流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
は
私
益
を
保
護
す
る
規
定
が
な
い
点
で
、
そ
の
法
的
性
格
が
異
な
る
た
め
、
他
の
法
律
と
の

べ
き
で
あ
ろ
う
(

ー
か
し
、
以
前
か
ら
間
題
円
ご
い

、
場
合
に
よ
っ

3
 

ふ
ミ
ノ
な
意
味
で
も
、

お
い
て
は
、

(64) 

っ
た
。
そ
の
せ
い

／
ぃ
□

111

己
争
防
止
法
」

しl

の
乱
立
や
法
適
用
上
の

の
原
則
は
、

の
罰
則
が
も

I' ) 

の
財
産
罪
諸
規
定
も
ロ
ロ

0
分
野
を
明
確
に
判
別
で
Y
ぷ

の
錯
誤
の
問
題
が
指
筐
｀
]lL

な
ら
な
く
な
っ
た

、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の

。

ニノ VJ
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に

＼
 
人
パ
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規
範
的
な
も
の
で
あ
る
し
一

抽
象
的
な
犯
罪
類
型
の

しぶ

は
な
い
。

る
上

で
あ
っ
て
、
自
然
人
と

な
る
ほ
ど
、
保
護
法
益

口
目
的
は
、
こ
の

（
な
お
、
日
本
の

刑
法
典
の
規
定
（
特
に
業
務
上
背
任
罪
）

の
は
か
、
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防

止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
複
雑
さ
を
解
消
す
る
方
策
と
し
て
は
、
す
べ
て
を
刑
法
典

(73) 

へ
編
入
す
る
案
や
、
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
で
は
民
事
規
制
だ
け
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
、
刑
事
罰

(74) 

は
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
統
合
す
る
案
が
あ
り
、
ま
た
、
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
関

す
る
法
律
」
で
は
、
産
業
技
術
の
保
護
や
支
援
の
み
を
規
定
し
、
民
事
規
制
や
刑
事
規
制
は
、
「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
業
秘
密
保
護

に
関
す
る
法
律
」
に
ま
か
せ
る
案
な
ど
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
法
典
の
中
に
す
べ
て
を
盛
り
込
め
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、

刑
法
典
へ
の
編
入
は
、
時
期
尚
早
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
他
方
、
市
場
取
引
以
外
の
領
域
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
産
業
技
術
の
流

出
防
止
及
び
保
護
に
関
す
る
法
律
」
か
も
つ
意
味
は
明
確
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
重
複
適
用
と
い
う
問
題
は
、
各
法
律

が
定
め
た
立
法
趣
旨
や
目
的
な
ど
を
考
慮
し
た
上
で
、
個
別
的
に
検
討
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
 
6
 

お
よ
そ
人
間
は
、
安
全
か
つ
平
穏
に
生
活
す
る
た
め
に
、
社
会
生
活
上
当
然
に
享
受
す
る
べ
き
利
益
（
生
活
利
益
）
を
有
し
て
い
る
。

66

あ
り
、
こ

打
に
刑
法
に
お
け

四

今
後
の
動
向
に
つ
い
て
ー
保
護
法
益
の
変
容

経
済
ス
パ
イ
法
で

ド
尺
制
と
刑
事
規
制
の
調
和
ナ
畑

ixI

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い

い
る

条
七
項
参
照
）
。
ま
た
、

り〉

玉
す
る
。
さ
ら
に
、
韓
国

改
正
を
通
じ
て
¥

な
っ
て
お
り
、
統
一

163 〔2016.5〕



ヽ
、
よ
カ
カ

t

)

 
ー

1
0
八
号
）

臼
ゲ
重
視
す
る
兆
し
も
み
ら
仇

し‘

は
、
現
代
社
会
に
お
け

。
他
方
、

て
、
外
交
・
国
□

一
五
年
に
は
、
「
特
定
秘
密

処
罰
す
る
一
方
（
第
一
―
一
条
一
項
九
号
）
、
国
外
犯
の
処
罰
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

（
平
成
二
五
年
―
二
月

（
第
一
―
一
条
六
項
）
、
国
家
・
社
会
的
法

必
要
最
小
限
な
も
の
に
処
罰
の
対
象
を
制
限
し
て
き
た
の
で
あ
る

し
か
し
、
科
学
技
術
の
著
し
い
進
歩
や
そ
れ
に
伴
う
社
会
状
況
の
変
化
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
に
対
応
し
た
人
間
の
行
動
様
式
や
規
範

(78) 

意
識
の
変
化
は
、
保
護
法
益
の
解
釈
や
そ
の
社
会
的
機
能
に
お
い
て
も
、
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
保
護
法
益
を
解

釈
す
る
際
に
も
、

（
刑
事
司
法
消
極
主
義
）
。

日
常
用
語
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
規
範
的
意
味
が
重
要
と
な
っ
て
お
り
盲
目
的
論
的
解
釈
）
、
処
罰
規
定
を
柔
軟

に
解
釈
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
範
囲
も
拡
大
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
し
た
保
護
法
益
論
を
踏
ま
え
た
刑
法
規
範
の

(79) 

果
た
す
役
割
も
、
次
第
に
強
化
さ
れ
て
お
り
、
刑
事
特
別
立
法
が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
伝
統
的
犯
罪
の
領
域
だ
け
で
な
く
、
経
済
犯
罪
や
環
境
犯
罪
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
よ
う
な
特
別
刑
法
も
含
む

刑
事
法
の
全
領
域
に
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
（
特
別
）
背
任
罪
に
つ
い
て
、
国
民
が
期
待
す
る
企
業
の
役
割

(80) 

や
社
会
的
使
命
と
い
う
社
会
公
共
の
要
素
を
考
慮
し
た
可
罰
性
判
断
が
な
さ
れ
て
お
り
、
営
業
秘
密
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の

営
業
利
益
だ
け
で
な
く
、
公
正
な
競
争
秩
序
の
維
持
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
い
｝
。
し
か
も
、
平
成
二
七
年
の
改
正
を
経
た
「
不
正
競
争

防
止
法
」
で
は
、
企
業
情
報
を
使
用
し
た
物
品
を
譲
渡
、
輸
出
・
輸
入
し
た
り
、
電
気
通
椙
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
を
新
た
に

め
ぐ
る
議
論
は
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

孔
刑
法
定
主
義
に
立
脚
し

文
化
に
対
応
す
る
べ
き
も
の

人
間
の
基
本
権
を
制
四
f,l‘,9

i,i

ェ
す
る
基
本
的
利
益
さ
え
、

の
特
性
か
ら
し
て
、

々
の
生
活
や
刑
事
只
/
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あ
ろ
う
。
刑
法
の

実
質
的
な
も
の
で
な
け
仇

な
ら
ば
、

記
方
、
こ
う
し
た
思
考
の

似
に
は
、
各
法
律
の

か
ら
個
人
を
保
護
す
る
た

VJ
基
本
原
則
た
る
罪
刑
法
＇

一
九
七
九
年
）

と

こ
と
で
、

律
を
改
正
し
て
、
営
業
秘
密
の
保
護
対
象
を
拡
大
し
た
り

(
T
h
e
T
h
e
f
t
 T
r
a
d
e
 S
e
c
r
e
t
s
 Clarification 
A
c
t
 of 2
0
1
2
)

、
外
国
経

済
ス
パ
イ
犯
の
法
定
刑
を
加
重
す
る
な
ど

(
F
o
r
e
i
g
n
a
n
d
 E
c
o
n
o
m
i
c
 E
s
p
i
o
n
a
g
e
 P
e
n
a
l
t
y
 E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
 A
c
t
 of 2
0
1
3
)

、
ま

(83) 

さ
し
く
国
家
的
法
益
の
見
地
か
ら
、
政
府
が
営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
を
強
化
し
て
い
る
。
特
に
二

0
0
七
年
に
は
、
「
外
国
人
投
資

及
び
国
家
安
保
法
」

(
F
o
r
e
i
g
n
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
 a
n
d
 N
a
t
i
o
n
a
l
 
S
e
c
u
r
i
t
y
 A
c
t
)

を
制
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
社
会
・
経
済
の
基
盤
施

設
や
国
家
核
心
技
術
を
国
家
が
統
制
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
国
家
安
全
保
障
の
も
つ
意
味
合
い
が
さ
ら
に
強
ま
っ
た
と
い
え

(84) 

よ
ヽ
つか

よ
う
に
し
て
、
激
動
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
過
去
と
同
じ
次
元
で
法
益
保
護
を
論
じ
る
の
は
、
そ
の
後
の
社
会
の
進
展
や
人

間
像
の
変
化
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
科
学
技
術
の
複
雑
化
や
高
度
化
と
そ
れ
に
伴
う
社
会
状
況
の
変
転
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
旧
来
の
刑
事
司
法
消
極
主
義
に
固
執
す
る
姿
勢
で
は
、
国
民
の
生
命
と
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
刑
法
の
第
一
次
的
使
命
を
果
た

し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
今
後
の
保
護
法
益
論
は
、
法
制
度
の
安
定
と
現
実
の
利
益
保
護
を
踏
ま
え
た
行
動
規
範
と
し
て

(85) 

の
役
割
が
強
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
刑
法
の
役
割
に
対
す
る
期
待
が
一
層
高
ま
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
刑

法
の
一
般
予
防
的
機
能
の
強
化
）
。
し
か
し
、
刑
事
罰
の
発
動
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
は
、
国
民
一
般
の
認
識
を
踏
ま
え
た
具
体

に
よ
る
技
術
流
出

刑
事
司
法
の

[>

n

o
n
o
m
i
c
 E
s
p
i
o
n
a
g
e
 

メ、

IJカ
合
衆
国
に
あ
っ
て
も
、

〉Jlj

て
、
「
経
済
ス
パ

(82) 

て
い
る
。
最
近
で
は
、

べ
く
、
従
来
か
ら
存
在
ー

(
U
n
i
f
o
r
m
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八
:
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

い
う
保
障
的
機
能
を
も
侵
中
1
1
}
↓バ

近
年
、
営
業
秘
密
の
よ
う
な
先
端
技
術
情
報
に
つ
い
て
は
、
科
学
技
術
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ソ
ト
の
発
展
・
普
及
も
相
侯
っ
て
、
そ
の
経

済
的
価
値
が
急
速
に
浮
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
随
伴
す
る
よ
う
に
、
先
端
技
術
情
報
を
侵
害
す
る
事
例
も
増
加
す
る
一
途
で
あ

り
、
そ
の
被
害
額
は
、
国
家
経
済
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
状
況
と
な
っ
た
。
特
に
先
端
技
術
情
報
は
、
無
形
的
情
報

の
特
性
上
、
犯
罪
の
取
締
ま
り
や
証
拠
の
確
保
が
難
し
く
、
当
該
分
野
の
専
門
性
な
ど
に
よ
り
、
裁
判
で
損
害
な
ど
を
立
証
す
る
の
も

困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
憔
界
各
国
は
、
先
端
技
術
情
報
の
重
要
性
や
侵
害
の
深
刻
さ
に
鑑
み
て
、
関
連
法
制
の
整
備
・
拡
充
を
通
じ

6
 
6
 

6
 
6
 

学法大

て
刑
事
罰
を
強
化
し
て
い
る
段
階
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
の
立
法
状
況
と
し
て
、
先
端
技
術
情
報
の
も
つ
経
済
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
戚

国
家
安
全
保
障
・
経
済
の
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
社
会
・
国
家
的
法
益
と
し
て
の
役
割
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象

は
、
前
述
し
た
日
本
と
韓
国
の
関
連
法
制
の
変
遷
過
程
に
お
い
て
も
確
認
で
き
た
の
で
あ
り
、
も
は
や
先
端
技
術
情
報
は
、
個
人
や
企

業
の
保
有
す
る
財
産
と
い
う
意
味
を
超
え
て
、
国
家
的
な
財
貨
と
し
て
保
護
・
管
理
す
べ
き
対
象
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
先
端
技
術
情
報
の
侵
害
を
社
会
・
国
家
的
法
益
の
見
地
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
法
改
正
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
様
々

な
問
題
を
誘
発
す
る
と
い
う
疑
間
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
従
来
、
侵
害
犯
と
し
て
処
罰
し
て
き
た
行
為
類
型
を
危
険
犯
と
し
て

処
罰
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
刑
法
の
最
後
手
段
性
や
補
充
性
の
原
則
を
脅
か
し
、
国
民
の
自
由
と
権
利
を
恣
意
的
な
処
罰
か
ら
守
る

保
護
す
べ
き
対
象

五

お

の
根
本
原
理
も
失
わ
れ

i) 

ぃ
口
屑
こ
す
る
必
要
が
あ
る
。

の
客
休
）
に
つ
い
て
、

沖
△
い
い
格
な
解
釈
を
維
持
す
る

そ
こ
で
は
、

の
明
確
性
が
確
保
さ
い
い

16ti 
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口
〗
口
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
ャ
□
i
]

よ
う
に
し
て
、
国
家

八汀
□

置
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

(/>

お
い
て
も
、

が
そ
の
免
罪
符
た
り
え
な
い
の
は
、
こ
こ
で
く
り
返
す
ま
で
も
な
い
。

新
，
／

に
、
刑
事
罰
ロ

こ
と
あ
り
、
刑
事
〗
~

他
方
、
近
年
で
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
危
機
や
経
済
成
長
率
が
低
下
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
作
業
の
効
率
化
や
極
大
化
な
ど
を
目

指
し
て
、
多
く
の
企
業
が
労
働
力
を
削
減
ま
た
は
調
整
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
人
間
の
寿
命
は
日
毎
に
延
び
て
い
る
状
況

の
中
で
、
職
業
選
択
の
自
由
を
過
度
に
制
限
す
る
な
ら
ば
、
国
民
経
済
お
よ
び
国
家
競
争
力
の
観
点
か
ら
も
損
失
を
招
く
だ
け
で
な
く
、

ひ
い
て
は
、
人
々
の
生
活
を
脅
か
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
こ
れ
ら
の
技
術
流
出
が
個
人
的
法
益
で
な
く
、
国
家

的
法
益
を
危
殆
化
す
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
も
の
の
、
労
働
者
に
対
す
る
法
的
保
護
の
整
備
や
拡
充
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
そ
こ

で
、
適
切
な
損
失
補
償
や
合
理
的
な
転
職
・
競
業
禁
止
期
間
の
設
定
に
加
え
て
、
創
業
・
転
職
に
向
け
た
支
援
な
ど
が
、
今
後
も
引
き

続
き
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
違
法
な
技
術
流
出
が
何
ら
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
職
業
選
択
の
自
由

た
だ
し
、
散
発
的
に
な
さ
れ
る
新
規
の
立
法
は
、
法
規
制
の
重
複
や
非
効
率
性
に
よ
り
、
予
算
の
浪
費
な
ど
を
も
た
ら
す
懸
念
が
大

き
い
。
そ
の
意
味
で
、
各
所
に
散
在
す
る
技
術
情
報
保
護
規
定
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、

一
貰
し
て
立
法
政
策
を
推
進
で
き
る
指
令
塔

の
設
置
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
国
家
的
な
次
元
に
お
け
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策
の
確
立
や
、
企
業
の
自
発
的
な
技

術
情
報
保
護
。
フ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
、
さ
ら
に
は
、
情
報
保
護
に
関
連
す
る
捜
査
機
関
の
機
能
強
化
や
、
人
材
の
専
門
化
な
ど
の
政
策
的

八
ふ
処
罰
権
行
使
を
も
た
ら
す
て

の
処
罰
要
求
に
応
じ

；
で
は
、
国
家
刑
罰
権
の

詞
法
の
謙
抑
性
に
反
す
る
111
〕
汀

rj1 

は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ

只
な
る
種
類
の

I' ) 

し
た
が
っ
て
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り〉

は
な
く
、

、
刑
法
の
根
本
理
念

妙
口
を
確
保
し
よ
う
と

＼
喜
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

罪
刑
法
定
主
義
は
、

る
で
あ
ろ
う
。

て
も
、
刑
罰
権
の
乱
用
に
対
す
る
警
戒
を
怠
る
こ
と
も
適
切
で
は
な
か
ろ
う
。

の
検
討
」
成
均
館
怯
，

＇
」
て
は
、
文
煕
泰
，
前
掲
注

¥
，
六
）
四
二
九
四
三

0
頁。

ー
ニ
二
三
頁
参
照
。

(
1
)

日
本
は
、
平
成
二
七
年
に
不
正
競
争
防
土
法
の
一
部
改
正
を
通
し
て
、
営
業
秘
密
の
保
護
を
よ
り
強
化
し
て
い
る
（
平
成
二
七
年
法
律
第
五

四
号
）
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
小
栗
宏
之
「
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
ー
平
成
二
七
年
改
正
・
営
業
秘
密
の
保
護
強
化
」
警
察
公
論
七

0
巻
―
一
号
（
二

0
一
五
）
二
三
頁
以
下
参
照
。

(
2
)

民
事
訴
訟
に
よ
る
過
度
な
費
用
の
支
出
、
訴
訟
の
長
朗
化
、
勝
訴
可
能
性
の
不
確
実
性
、
私
人
に
よ
る
立
証
の
困
難
さ
、
訴
訟
に
よ
る
企
裳

価
値
の
下
落
な
ど
の
問
題
は
、
民
事
訴
訟
を
放
棄
す
る
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
上
に
お
い
て
も
放
棄
す
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
（
手
海
星

「
米
国
経
済
ス
パ
イ
法
上
の
営
業
秘
密
」
刑
事
政
策
研
究
消
息
九
三
号
（
二

0
0
六
）
二
九
頁
参
照
）
。

(
3
)

国
家
情
報
院
『
先
端
産
業
技
術
保
護
動
向
一

0
号
』
（
国
家
情
報
院
、
二

0
0
九
）
二
五
頁
参
照
、
金
正
喚
「
産
業
技
術
の
流
出
防
土
及
び

保
護
に
関
す
る
法
律
に
対
す
る
刑
事
法
的
検
討
」
刑
事
政
策
研
究
二

0
巻
二
号
（
二

0
0
九
）
三
二
頁
。

(
4
)

朴
剛
肝
「
産
業
ス
パ
イ
氾
罪
の
実
態
と
法
的
規
訓
の
問
題
点
」
刑
事
政
策
研
究
二
三
巻
三
号
（
二

0
―二）

術
流
出
防
止
の
た
め
の
法
的
考
察
」
仁
荷
大
学
校
法
学
研
究
一
三
輯
一
号
（
二

oI
 

0
)

一
四

0
頁。

り

）

文

煕

泰

「

営

業

秘

密

（

の

五
巻
二
号
（
二

0
一
五
）
一

6
)

朴
光
政
11

手
海
星

I
)

不
当
利
褐
還
収

八
J‘

律
」
を
中
心
に
ー
」
阪
大
法
J

ハ

一
五
一
頁
、
朴
成
哲
「
産
業
技

国
家
に
と
っ
て
未
来
の
競
争
力
と
な
る
反
面
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
め
ぐ
る
環
境
が
急
激
に
変
化
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
技
術
の
流
出
と

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
憂
慮
も
増
大
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
先
端
技
術
情
報
に
対
す
る
刑
事
的
保
護
の
必
要
性
は
大
き
い
と
し

で
あ
っ
て
、
単
に

の
な
い
刑
事
罰
の

で
あ
ゾ

（阪大法学） 66 (1-168) 168 
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I
I
I
I
I
~

、
刑
が
導
入
さ
れ
た
後
、
罰
仝
l
J
巫
＼

!
〗
灯
~
）1

1
{研
究
」
刑
事
政
策
一
九
巻
一
t
j

る
法
律
の
運
用
時
に
予
想
芦
八
〗

の
法
体
系
整
備
に
関
す
ス

111ぢ

し
前
掲
注

(
9
)
六
六
頁
、

ゲ
バ
識
財
産
権
研
究
セ
ン
タ
ー
フ

8
)

実
際
に
、
不
正
利
得
方
ぷ
タ

應
烈
「
産
業
ス
パ
イ
関
連

itか，

9
)

桂
承
均
「
産
業
技
術
濯
丁

七
）
六
四
頁
、
孫
承
佑
1
1

杯

(
1
0
)金
正
焼
•
前
掲
注

(
3
)三
二
頁
。

(11)

白
英
準
「
不
正
競
争
防
止
法
上
の
営
業
秘
密
保
護
訓
度
の
比
較
と
適
用
に
つ
い
て
」
創
作
と
権
利
四
三
号
（
二

0
0
六
）
五
八
頁
、
金
正

喚
•
前
掲
注

(
3
)三
二
頁
。

(
1
2
)金
正
焼
•
前
掲
注

(
3
)三
二
頁
、
朴
成
哲
·
前
掲
注

(
4
)
一
四
一
頁
。

(13)

桂
承
均
・
前
掲
注

(
9
)
六
四
頁
。

(14)

金
正
喚
・
前
掲
注

(
3
)
三
二
頁
。

(15)

，
日
英
準
・
前
掲
注

(11)
五
八
頁
。

(16)

同
法
律
は
、
政
府
機
関
で
あ
る
産
業
資
源
部
が
「
先
端
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及
び
保
護
に
開
す
る
法
律
案
」
（
産
業
資
源
部
公
告
第
二

0

0
四
ー
ニ
―
六
）
と
し
て
立
法
を
予
告
し
た
が
（
二

0
0
四
年
一

0
月
七
日
）
、
部
処
（
日
本
の
省
庁
）
間
の
意
見
の
不
一
致
な
ど
に
よ
っ
て
立

法
化
さ
れ
す
、
そ
の
直
後
に
議
員
立
法
の
形
で
「
産
業
技
術
の
流
出
防
土
及
び
保
護
支
援
に
関
す
る
法
律
案
」
が
提
出
さ
れ
た
（
二

0
0
四
年
一

一
月
九
日
）
。
さ
ら
に
一
連
の
議
論
お
よ
び
修
正
を
経
て
、
今
の
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
褻
相
徹
「
産
業
技
術
の
流
出
防
止
及

び
保
護
に
関
す
る
法
律
上
、
技
術
流
出
規
制
を
め
ぐ
る
論
点
営
裳
秘
密
保
護
法
上
、
技
術
流
出
規
制
と
関
連
し
て
」
産
業
財
産
権
二
三
号

（
二0
0

七
）
一
三
四
一
三
五
頁
、
金
正
喚
·
前
掲
注

(
3
)三
二
頁
、
朴
成
哲
•
前
掲
注

(
4
)
一
四
一
頁
）
。

(17)

「
不
正
競
争
防
止
及
び
営
裳
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
過
程
お
よ
び
内
容
は
、
法
制
処
の
匡
家
法
令
情
報
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

シ

(
h
t
t
p
又
＼

www.law.go.kr ¥
）
参
照
。

区
）
大
法
院
一
九
九
七
．
じ

19)

金
正
喚
・
前
掲
注
（
り

20)

朴
成
哲
・
前
掲
注

(
1

21)

黄
淑
「
核
心
技
術
流
丁

\
“
^
~
＂
、IJ

央
°

;
 

ニ
八
一
三
九
頁
。

II11月
i
"

由
産
権
研
究
セ
ン
タ
ー

て
い
な
い
（
李
廷
焦

八
ー
三
三
九
頁
）
。

双
ー
」
産
業
財
産
権
二
三
号
（
ニ

し
こ
四
号
（
二

0
一
三
）
四
六
一
―

66 (1-169) 169 〔2016.5〕



11事
政
策
一
四
巻
一
号
（
二

n‘

＿
ハ
巻
三
号
（
二

0
―
-
）
-

一
四
輯
（
二

0
0
二
）
二
万

い
八
頁
。

-
）
六
八
三
頁
、

五
）
一
三
頁
（
襄
相
徹
・
ハ

i
~

引
用
）
。

22)

趙
容
絢
11

洪

澄

瑞

一

／

口

＇

：

る

法

的

考

察

」

産

業

財

産

梓

2
3
)同
旨
、
金
正
焼
•
前
圧
／
い
心
哲
•
前
掲
注

(
4
)
一
四
一

24)

韓

国

の

「

不

正

競

争

げ

ー

パ

ii"
□

関
す
る
法
律
」
第
一
八
条
一

(25)

改
正
前
に
は
、
七
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
七
億
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。

(
2
6
)文
煕
泰
•
前
掲
注

(
5
)ニ
―
九
ー
ニ
ニ
0
頁
。

(27)

同
旨
、
由
勝
均
「
営
業
秘
密
侵
害
に
対
す
る
刑
事
規
定
の
適
用
実
態
及
び
改
善
方
案
」
中
央
法
学
一
三
巻
四
号
（
二

0
1

朴
剛
肝
・
前
掲
注

(
4
)

一
四
七
頁
。

(28)

第
三
九
条
は
、
匡
家
核
心
技
術
の
選
定
に
対
す
る
拒
否
・
妨
害
・
屈
避
し
た
者
（
第
一

0
条
三
項
違
反
）
、
産
業
技
術
の
侵
害
事
実
を
知
っ

て
も
申
告
し
な
い
者
（
第
一
五
条
一
項
違
反
）
、
関
連
資
料
を
提
出
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
に
提
出
し
た
者
（
第
一
七
条
二
項
違
反
）
を
秘
密
保

護
措
置
の
違
反
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

(29)

韓
国
の
「
不
正
競
争
防
土
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
の
処
罰
規
定
に
つ
い
て
は
、
文
瞑
泰
・
前
掲
注

(
5
)
ニ
―
八
ー
ニ
―
九

頁
参
照
。

(30)

韓
国
の
「
不
正
競
争
防
土
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
上
の
不
当
利
得
還
収
（
剥
奪
）
形
態
の
罰
金
刑
に
つ
い
て
は
、
文
煕
泰
．

前
掲
注

(
5
)
ニ
―
八
頁
、
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
三
頁
参
照
。

(31)

日
本
の
「
不
正
競
争
防
止
法
」
の
こ
れ
ま
で
の
改
正
過
程
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
裳
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

(http
"ミ
w
w
w
.
m
e
t
i
.
g
o
.
j
p
)
参
照
。

(32)

例
え
ば
、
一
原
亜
貴
子
「
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
る
営
業
秘
密
の
刑
事
法
的
保
護
」
商
學
討
究
五
六
巻
二
・
三
合
併
号
（
二

0
0
五
）
三

0
0
頁
、
松
原
芳
博
「
情
報
の
保
護
」
法
学
教
室
二
九
八
号
（
二

0
0
五
）
六
三
頁
、
文
熙
泰
「
営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
」
阪
大
法
学
六
三
巻

五
号
（
二

0
一
四
）
一
六
五
一
六
六
頁
参
照
。

3
3
)小
栗
宏
之
•
前
掲
注

1

34)

金
在
峯
「
営
裳
秘
密

C11

ロ

に
よ
る
営
裳
秘
密
の
刑
事
戸
口

L
り
t

事
処
罰
の
可
能
性
と
改
善
方
je,だ

貝
、
朴
相
烈
「
不
正
競
争
防
ー
ぃ

訓
□

□

動
「
営
業
秘
密
侵
害
に
対
す
‘?/ij

(5o)

ニ
―
九
頁
、
ニ
ニ
―
「
I
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ニ
四
頁
。

3
0
)文
煕
泰
•
前
掲
注

(
r
万

36)

梁
英
俊
「
産
業
技
術
の
'
・

に
ー
」
産
業
保
安
研
究
論
竺

(
3
7
)朴
成
哲
•
前
掲
注

(
4
)
一
四
六
頁
注

(
2
6
)

。

(38)

李
廷
元
「
鰭
国
の
産
業
技
術
不
正
流
出
に
対
す
る
処
罰
規
定
の
問
題
点
及
び
代
案
」
嶺
南
法
学
三

0
号
(
―

I
O
I
0
)
二
四
七
ー
ニ
四
八
頁
。

(39)

第
三
四
条
で
定
め
て
い
る
秘
密
保
持
義
務
者
に
は
、
産
業
技
術
や
国
家
核
心
技
術
の
研
究
開
発
に
参
加
し
た
教
授
、
研
究
員
、
学
生
だ
け
で

な
く
、
関
連
事
務
に
従
事
す
る
公
務
員
も
含
ん
で
い
る
（
九
項
目
）
。

(40)

朴
成
哲
・
前
掲
注

(
4
)

一
四
じ
頁
。

(
4
1
)大
法
院
一
九
九
六
．
―
二
．
二
三
．
九
六
ダ
一
六
六

0
五
判
決
、
朴
成
哲
•
前
掲
注

(
4
)
一
四
じ
頁
。

(42)

李
京
烈
「
産
裳
ス
パ
イ
犯
罪
の
実
態
と
対
処
方
案
」
『
比
較
刑
事
法
学
会
秋
季
学
術
会
議
資
料
集
」
（
韓
匡
比
較
刑
事
法
学
会
、
二

0
0
九）

六
0
頁
、
朴
成
哲
・
前
掲
注

(
4
)

一
四
八
頁
。

(43)

し
た
が
っ
て
、
過
失
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
事
処
罰
で
は
な
く
、
民
事
的
な
解
決
方
法
な
い
し
行
政
処
分
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
（
李
廷

元
•
前
掲
注

(
3
8
)二六
0
ー
ニ
六
一
頁
）
。

(44)

日
本
の
「
不
正
競
争
防
土
法
」
や
韓
国
の
「
不
正
競
争
防
土
及
び
営
業
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
」
上
の
営
業
秘
密
の
要
件
に
つ
い
て
は
、

文
煕
泰
•
前
掲
注

(
5
)ニ
―
三
ニ
―
六
頁
、
同
・
前
掲
注

(
3
2
)一
五
五
一
五
八
頁
参
照
。

(45)

匡
家
情
報
院
産
裳
機
密
保
護
セ
ン
タ
ー
『
産
裳
技
術
流
出
防
止
法
了
解
』
（
産
裳
機
密
保
護
セ
ン
タ
ー
、
二

0
0
七
）
五
三
頁
、
車
相
陸

「
営
裳
秘
密
の
保
護
不
正
競
争
防
止
及
び
営
裳
秘
密
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
条
三
号
を
中
心
に
」
産
業
財
産
権
二
三
号
（
二

0
0
七
）
九

七
頁
、
金
正
焼
•
前
掲
注

(
3
)三
五
頁
、
朴
成
哲
•
前
掲
注

(
4
)
一
四
四
頁
、
朴
剛
肝
・
前
掲
注

(
4
)
一
五
一
頁
。

46)

孫
承
佑
11

朴
章
赫
・
誓
"
/
ロ

41)

金
正
喚
・
前
掲
注

(
c□

9
¥

48)

匡
家
情
報
院
産
業
機
宮
仄
口
」

0
頁。

~
掲
注

(
4
)
一
四
五
頁
。

・
技
術
流
出
関
連
判
例

T
r
[

ン
タ
ー
、
二

0
0
九
）
六
九

1
 

66 (1-171) 171 

；
ー
す
る
法
律
に
対
す
る
小
考
|

頁
、
朴
成
哲
•
前
掲
注

(
4

↑
止
競
争
防
止
法
と
の
比
較
を
ー
／
が

〔2016.5〕



68 67 

趙
容
殉
1
1

洪
滑
瑞
•
前
掲
沖

¥、八貝。 四
号
合
併
号
（
二

0
1
0
)

49)

産
業
機
密
保
護
セ
ン
＂

bo)

孫
承
佑
11

朴
章
赫
・

i

ハ
ー
バ

0
0
参
照
。

bl)

加
藤
佐
千
夫
「
刑
事
門
□

口
い
(
/
"
し
と
不
正
競
争
防
土
法
の
変
遷

一
頁
、
文
熙
泰
•
前
掲
注
〗
リ
＇
掲
注

(
5
)二
0
八
頁
。

(52)

佐
久
間
修
「
企
業
情
報
を
め
ぐ
る
諸
氾
罪
ー
秘
密
の
保
持
と
情
報
の
利
用
ー
」
同
『
最
先
端
法
領
域
の
刑
事
規
刷
ー
医
療
・
経
済

・
I
T
社

会
と
刑
法
』
（
現
代
法
律
出
版
、
二
0
0

三
）
ニ
―
四
ー
ニ
―
五
頁
、
加
藤
•
前
掲
注

(
5
1
)二七
六
頁
。
文
煕
泰
・
前
掲
注

(
3
2
)一
六
六
ー

一
六
七
頁
、
一
六
九
頁
、
同
・
前
掲
注

(
5
)
ニ
―
六
頁
、
ニ
ニ
八
ー
ニ
ニ
九
頁
。

(
5
3
)朴
成
哲
•
前
掲
注

(
4
)
一
五
八
ー
一
六
一
頁
。

(54)

朴
成
哲
・
前
掲
注

(
4
)

一
六
一
頁
。

(55)

朴
成
哲
・
前
掲
注

(
4
)

一
五
八
頁
。

(56)

同
旨
、
朴
成
哲
・
前
褐
注

(
4
)

一
六

0
頁。

(57)

佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
第
二
版
」
（
成
文
堂
、
二

0
―
二
）
四
0
0
頁。

(58)

佐
久
間
修
『
刑
法
総
論
」
（
成
文
堂
、
二

0
0
九
）
―
ニ
ー
一
七
頁
。

(59)

佐
久
間
修
・
前
掲
注

(58)

一
三
頁
。

(60)

佐
久
間
修
・
前
掲
注

(58)

一
五
頁
。

(61)

佐
久
間
修
・
前
掲
注

(58)

一
六
頁
。

(62)

佐
久
間
修
・
前
掲
注

(58)

一
六
一
じ
頁
。

(63)

憲
裁
二

0
一
三
．
七
．
二
五
．
二

0
-
―
憲
ハ
三
九
。

(64)

金
正
喚
・
前
掲
注

(
3
)
四
九
五
一
頁
参
照
。

金
正
喚
・
前
掲
注
（
り

孫
承
佑
11

朴
章
赫
．
誓

□

褻
相
徹
・
前
掲
注

(lG〉

褻
相
徹
•
前
掲
注
（
口
〉
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〖
附
記
〗
本
稿
は
、
平
成

営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
護
，

閲
）
梁
英
俊
・
前
掲
注
（
冗

1
0
)朴
成
哲
•
前
掲
注

(
1

ll)

国
家
情
報
院
産
業
機
守
し
：
”
;
・
こ

(45)
『
産
業
技
術
流
出
防
ー
1
、
'
↑

12)

大
法
院
二

0
0
九．

p

u

i

"

ハ
ー
八

0
九
二
判
決
。
特
に
、
秘
索
[
I
J
I
双

ん

背
任
罪
を
認
め
る
傾
向
が
あ
る
（
大
法
院
二

0
0
八
．
四
．
二
四
．
二

0
0
六
ド
九

0
八
九
判
決
）
。

(
7
3
)金
正
焼
•
前
掲
注

(
3
)四
五
頁
注

(
4
6
)

。

(74)

虞
鏑
来
「
産
業
技
術
流
出
の
氾
罪
に
対
す
る
政
策
的
対
応
策
」
韓
極
公
安
行
政
學
會
報
三

0
号
（
二

0
0
八
）
六
七
頁
、
朴
成
哲
・
前
掲
注

(
4
)
一
五
三
頁
、
趙
容
絢
1
1
洪
澄
瑞
•
前
掲
注

(
2
2
)三一
0
頁
。

(
7
5
)孫
承
佑
1
1
朴
章
赫
•
前
掲
注

(
9
)五
0
七
五

0
八
頁
。

(76)

同
旨
、
金
正
喚
・
前
褐
注

(
3
)
四
五
四
六
頁
。

(77)

上
田
正
和
「
保
護
法
益
論
の
行
方
と
展
望
」
大
宮
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
じ
号
（
二

0
―
-
）
六
じ
頁
。

(78)

上
田
正
和
・
前
掲
注

(77)

一
三
頁
以
下
。

(
7
9
)佐
久
間
修
・
前
掲
注

(
5
7
)ニー
六
頁
、
上
田
正
和
•
前
掲
注

(
7
7
)ニニ
ー
ニ
三
頁
。

(80)

最
決
平
成
ニ
―
年
―
一
月
九

B
刑
集
六
三
巻
九
号
一
―
一
七
頁
。

(81)

最
判
平
成
一
八
年
一
月
二

O
B民
集
六

0
巻
一
号
一
三
七
頁
。

(82) 
1
8
 U.S.C. §
1
8
3
1
、
1
8

U.S.C. §
1
8
3
2
 
0
 

(
8
3
)孫
承
佑
1
1
朴
章
赫
•
前
掲
注

(
9
)四
八
七
四
八
八
頁
参
照
。

(
8
4
)孫
承
佑
1
1
朴
章
赫
•
前
掲
注

(
9
)四
九
0

四
九
二
頁
参
照
。

(
8
5
)上
田
正
和
•
前
掲
注

(
7
7
)二三
二
六
頁
。

8
6
)
上
田
正
和
•
前
掲
注

佐
久
間
修
•
前
掲
注

「
営
業
秘
密
の
刑
事
的
保
舒
，

困
難
な
場
合
に
お
い
て
業
杓

66 (1-173) 173 〔2016.5〕



以
大
法
学
六
三
巻
五
号
）
と
竺

ー
」
阪
大
法
学
六
五
巻
二
号
）

11
手
的
保
護
大
韓
民
匡
の

々
又
人
；
／

i
[
乙
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
け
＇
山
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